
任意後見制度は、将来判断能力が低下
した時に支援してほしい｢内容｣や｢人｣を
あらかじめ契約で決めておく制度です。

では、任意後見制度を中心

に、判断能力のある今だからこそ
できる備えについて講演します。

申込方法

電話・FAX・E-mail・郵送・申込フォームのいずれかの方法でお申込みください。
広島市成年後見利用促進センターホームページ内からお申込みできます。
センターホームページURL
（ https://shakyo-hiroshima.jp/kurashi/center.php）
※ 電話でのお申込みは、土日祝を除く８：３０～１７：１５に受け付けています。

参加申込者へは申込締切後に開催案内等を郵送いたします。

連絡先
申込先

主催：広島市成年後見利用促進センター（広島市委託事業）

電話：０８２－２０７－３３６７ FAX：０８２－２６４－６４３７
E-mail：kouken@shakyohiroshima-city.or.jp
住所：〒732-0822 広島市南区松原町５番１号 BIG FRONTひろしま６階

（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会内）

裏面が参加申込書になっています。

ホームページ
QRコード

任 意 後 見
い ま 備 え る

高齢者いきいき活動ポイント対象事業

成年後見制度をより多くの方に知っていただくために開催する講演会です。お気軽にお問合せ、お申込みください。

定員：各８０名
要申込

参加費無料

の「いちから分かる成年後見」は、

7/23～8/1の間に東区・佐伯区・中区・安佐北区にて開催しま

す。事例なども交え、成年後見制度の基本について講演し

ます。日程等詳細は下記連絡先へお問合せください。

テーマ①

テーマ②

令和７年度

広島市成年後見制度 講 演 会

ｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚ
ｚｚ

【会 場】 広島市総合福祉センター
５階ホールＡＢＣ

【講 師】 弁護士 菊永将浩 氏

【参加方法】会場参加申込期間 令和7年

6/1（日）∼6/23（月)必着

～ 自 分 で 決 め る こ れ か ら の こ と ～

テーマ②

８月９日(土)
13：30～15：30

テーマ② 令和7年

開催日時

【講演内容】
・任意後見制度について
・任意代理契約とは
（死後事務委任契約、財産管理等委任契約など）

・その他の制度について（家族信託など）
・どんな時に何の制度が使えるか
・各制度の相談先

認知症になったら契約や手続きは
どうする？

障害がある子のために今のうちに
できることって何がある？



参 加 申 込 書

ふ り が な

氏 名

開催案内等
送付先住所

〒 ー

※ 送付先が事業所の場合は事業所名をご記入ください。（送付物が届かない場合があります。）

電話番号
（日中連絡がとれる番号）

参加希望日
☑ 令和７年８月９日（土）１３：３０～１５：３０

広島市総合福祉センター５階ホールABC（会場開催）

特記事項
（○がない場合は「不要」
とさせていただきます）

要約筆記 手話通訳 車イス席

要 ・ 不要 要 ・ 不要 要 ・ 不要

事前質問
（講師へ成年後見制度に関する
質問があればご記入ください）

郵送時切り取り

申込先 FAX：０８２－２６４－６４３７

【日時】 令和7年８月９日（土）
１３：３０～１５：３０

【会場】 広島市総合福祉センター
５階 ホールＡ・Ｂ・Ｃ
（広島市南区松原町５-１BIG FRONT ひろしま）

※広島市総合福祉センターには専用駐車場
がありません。お車でお越しの際は、隣接の
BIG FRONTひろしま東棟駐車場など近隣
の有料駐車場をご利用ください。

令和7年度広島市成年後見制度講演会

【申込期限: ６月２３日（月） 】必着広島市成年後見制度講演会

テーマ②

いま備える任意後見テーマ②

広島市総合福祉センター
BIG FRONT ひろしま５階


